
学
童
保
育
所

11
月
14
日（
火
）か
ら

　

保
護
者
が
申
請
書
と
必
要
添
付
書

類
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い（
郵
送
不

可
）。
く
わ
し
く
は
「
入
所
申
請
の

ご
案
内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

「
入

所
申
請
の
ご
案
内
」
は
、
子
ど
も
育

成
課（
市
役
所
1
階
23
番
窓
口
）、
各

学
童
保
育
所
で
配
布
し
て
い
ま
す

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
も
可
）。

●
受
付
期
間　

▼
一
次
受
付
＝
11
月

14
日（
火
）〜
29
日（
水
）▼
二
次
受
付

＝
11
月
30
日（
木
）〜
12
月
22
日（
金
）

●
受
付
場
所
・
時
間　

▼
子
ど
も
育

成
課
＝
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

15
分（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
）▼
市
役
所
2
階
209
会
議
室
＝
一

次
受
付
期
間
の
土
曜
・
日
曜
日
、
午

前
9
時
〜
正
午
、
午
後
1
時
〜
5
時

▼
各
学
童
保
育
所
＝
午
前
11
時
〜

正
午
、
午
後
1
時
〜
6
時〔
土
曜
日

は
午
前
8
時
30
分
〜
正
午
、
午
後
1

時
〜
5
時
。
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

11
月
22
日（
水
）と
一
次
受
付
期
間
終

了
後
の
月
曜
〜
金
曜
日
は
午
後
1
時

〜
6
時
の
み
〕

問
子
ど
も
育
成
課
子
ど
も
育
成
係
・

内
線
1
3
0
0

保
育
施
設

11
月
24
日（
金
）〜
12
月
1
日（
金
）

　

受
付
時
間
・
会
場
は
下
表
の
通
り

（
郵
送
不
可
）。
く
わ
し
く
は
、「
申

込
み
の
し
お
り
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
「
申
込
み
の
し
お
り
」
は
、
保
育

課（
市
役
所
１
階
22
番
窓
口
）、
市
内

認
可
保
育
園
、
窓
口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー（
立
川
タ
ク
ロ
ス
１
階
）、
子
ど

も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー（
子
ど
も
未

来
セ
ン
タ
ー
１
階
）、
東
部
・
西

部
・
富
士
見
連
絡
所
で
配
布
し
て
い

ま
す（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
も
可
）。

　

な
お
、
お
子
さ
ん
の
心
身
の
発
達

に
心
配
が
あ
る
方
や
、
市
外
の
保
育

施
設
へ
の
入
所
を
希
望
す
る
方
は
、

保
育
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
保
育
課
・
内
線
1
3
2
5

入
所
申
し
込
み
を

　
　

受
け
付
け
ま
す

学
童
保
育
所
・
保
育
施
設

保育施設入所申し込み
会場 受付日 受付時間

市役所２階
210会議室

11月24日㈮～
12月１日㈮

午前10時～午後５時※

 （土曜・日曜日は午後４時
まで）

西砂学習館 11月26日㈰ 午前10時～午後４時

※11月24日㈮・27日㈪は、午後７時まで受け付けます。

受け付け） 問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ

平成29年（2017年）11月10日 2

会
議
、
講
演
会
等
に
手
話
通
訳
等
を
希
望
す
る
方
は
開
催
1
週
間
前
ま
で
に
各
問
い
合
わ
せ
先
、
ま
た
は
下
記
フ
ァ
ク
ス
ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
Fax（
5
2
1
）2
6
5
3

大
学
生
世
代
対
象
〜
市
長
と

語
ろ
う
！
意
見
交
換
会

　

将
来
の
ま
ち
づ
く
り

に
つ
い
て
、
大
学
生
世

代
の
方
を
対
象
に
し
た

市
長
と
の
意
見
交
換
会

を
開
催
し
ま
す
。

対
市
内
在
住
の
大
学
生（
院
生
）・
大

学
生
世
代
の
方
、
多
摩
地
域
の
大
学

に
通
学
す
る
大
学
生（
院
生
）の
方
時

12
月
９
日（
土
）①
午
前
10
時
30
分
〜

正
午
②
午
後
２
時
〜
３
時
30
分
場
市

役
所
２
階
208
・
209
会
議
室
定
30
人
程

度（
申
込
順
）

申
12
月
４
日（
月
）ま
で
に
、
住
所
、

氏
名
、
電
話
番
号
、
E
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス
、
希
望
す
る
回（
①
ま
た
は
②
）、

大
学
生
の
方
は
学
校
名
を
書
い
て
、

フ
ァ
ク
ス
、
E
メ
ー
ル
、
ま
た
は

電
話
で
企
画
政
策
課
・
内
線
2
6
8

8
Fax（
５
２
１
）２
６
５
３
ekikaku

seisaku@
city.tachikaw

a.lg.jp

へ

「
立
川
防
災
航
空
祭
」騒
音
対

策
と
安
全
確
保
を
自
衛
隊
に

要
請

　

11
月
23
日（
木
・
祝
）午
前
9
時
〜

午
後
3
時
、
広
域
防
災
基
地（
立
川

飛
行
場
・
緑
町
）で
災
害
救
助
行
動

展
示
や
体
験
搭
乗
、
編
隊
飛
行
を
行

う
「
立
川
防
災
航
空
祭
」
が
開
催
さ

れ
ま
す
。

　

こ
の
開
催
に
当
た
り
、
立
川
飛
行

場
周
辺
8
市
で
組
織
す
る
立
川
飛
行

場
周
辺
自
治
体
連
絡
会
は
、「
災
害

活
動
を
想
定
し
た
必
要
最
小
限
の
飛

行
に
と
ど
め
、
騒
音
の
軽
減
と
安
全

確
保
に
努
め
る
よ
う
」、
陸
上
自
衛

隊
、
警
視
庁
航
空
隊
、
東
京
消
防
庁

航
空
隊
に
要
請
し
ま
し
た
。

問
企
画
政
策
課
・
内
線
2
6
9
1

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
事
業

公
開
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

　

市
は
、
市
民
活
動
団
体
な
ど
が
市

や
他
団
体
と
連
携
・
協
働
し
て
取
り

組
む
公
益
的
な
事
業
に
対
し
、
必
要

な
経
費
の
全
部
、
ま
た
は
一
部
を
補

助
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
の
補
助
対
象
事
業
を

決
定
す
る
公
開
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
を
開
催
し
ま
す
。
直
接
会
場
へ
。

　

審
査
結
果
は
、「
広
報
た
ち
か
わ
」

な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

時
12
月
3
日（
日
）午
後
1
時
30
分
か

ら
場
子
ど
も
未
来
セ
ン
タ
ー
2
階
201

会
議
室
定
30
人（
先
着
順
）　

問
協
働
推
進
課
・
内
線
2
6
2
7

「
福
生
都
市
計
画
道
路
３
・

３
・
３
の
１
号
新
五
日
市
街

道
線（
福
生
大
字
熊
川
）建
設

事
業
」
環
境
影
響
評
価
書
の

縦
覧
等

●
縦
覧　

時
11
月
16
日（
木
）〜
30
日

（
木
）、
午
前
9
時
30
分
〜
午
後
4
時

30
分〔
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除

く
〕場
市
環
境
対
策
課（
市
役
所
2
階

79
番
窓
口
）、
都
環
境
局
総
務
部
環

境
政
策
課（
新
宿
区
西
新
宿
2
-8
-

1
都
庁
第
二
本
庁
舎
23
階
）、
都
多

摩
環
境
事
務
所
管
理
課（
錦
町
4
-6

-3
立
川
合
同
庁
舎
3
階
）

●
閲
覧　

時
11
月
16
日（
木
）〜
30
日

（
木
）、
午
前
9
時
30
分
〜
午
後
4
時

30
分
場
西
砂
学
習
館

問
市
環
境
対
策
課
・
内
線
2
2
4
8

公
開
す
る
会
議
日
程

　

市
は
、
開
か
れ
た
市
政
を
推
進
す

る
た
め
、
審
議
会
な
ど
の
会
議
を
公

開
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
直
接
会

場
へ（
先
着
順
）。

●
多
文
化
共
生
推
進
委
員
会　

時
11

コンプライアンスの推進に
取り組んでいます

　市は、平成15年に発覚した不正入札事件等への

反省からコンプライアンス（法令順守）に関するさま

ざまな取り組みを進めています。平成16年度には

「立川市職員倫理条例・規則」を制定し、市職員と

利害関係者との禁止行為などを定めています。

■禁止行為の例　▶事業者等から金銭や物品、不動
産の贈与を受けること▶事業者等の利害関係者と一

緒に飲食をすること▶事業者等の利

害関係者と一緒に旅行やゴルフ等を

すること

　このほかの禁止行為など、くわしく

は、市ホームページをご覧ください。

　11月１日～30日は、市長の訓示や研修等を

通じて、職員のコンプライアンス意識の醸成や

事務ミスの未然防止等の取り組みを実施します。

11月はコンプライアンス・業務点検月間

　コンプライアンス推進の観点から、市民の皆

さんからの行政サービスに対するお礼（お菓子

など）は遠慮させていただきます。

市民の皆さんへ

問人事課・内線2573

納付書裏面等に記載の場所で納付してくだ
さい問国民健康保険料＝保険年金課賦課
係・内線1416、後期高齢者医療保険料＝
保険年金課賦課係・内線1406、介護保険
料＝介護保険課介護保険料係・内線1446

▷国民健康保険料第５期分▷後期高齢
者医療保険料第５期分▷介護保険料第
５期分

11月30日木今月の
納期

月
16
日（
木
）午
後
7
時
か
ら
場
市
役

所
2
階
210
会
議
室
定
5
人
問
協
働
推

進
課
多
文
化
共
生
係
・
内
線
2
6
3

2●
建
築
審
査
会　

時
11
月
21
日（
火
）

午
後
3
時
か
ら
場
市
役
所
2
階
209
会

議
室
定
10
人
問
建
築
指
導
課
庶
務

係
・
内
線
2
3
3
1

●
介
護
保
険
運
営
協
議
会（
計
画
策

定
等
調
査
検
討
会
）　

時
11
月
22
日

（
水
）午
後
3
時
か
ら
場
市
役
所
2
階

208
・
209
会
議
室
定
10
人
問
介
護
保
険

課
介
護
給
付
係
・
内
線
1
4
4
0

●
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
推
進
協
議

会　

時
11
月
24
日（
金
）午
後
1
時
30

分
〜
3
時
場
市
役
所
1
階
101
会
議
室

定
10
人
問
高
齢
福
祉
課
介
護
予
防
推

進
係
・
内
線
1
4
7
2

●
環
境
審
議
会　

時
11
月
27
日（
月
）

午
前
10
時
30
分
か
ら
場
市
役
所
2
階

208
・
209
会
議
室
定
5
人
問
環
境
対
策

課
環
境
推
進
係
・
内
線
2
2
4
3

●
農
業
委
員
会
総
会　

時
11
月
27
日

（
月
）午
後
3
時
か
ら
場
市
役
所
2
階

208
・
209
会
議
室
定
4
人
問
農
業
委
員

会
事
務
局
・
内
線
2
6
5
4

●
介
護
保
険
運
営
協
議
会　

時
11
月

29
日（
水
）午
後
3
時
か
ら
場
市
役
所

3
階
302
会
議
室
定
16
人
問
介
護
保
険

課
介
護
給
付
係
・
内
線
1
4
4
0


